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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第98期

第３四半期
連結累計期間

第99期
第３四半期
連結累計期間

第98期

会計期間
自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日

自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日

自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日

売上高 （百万円） 42,042 47,685 55,581

経常利益 （百万円） 4,493 5,970 5,992

四半期（当期）純利益 （百万円） 2,853 4,075 3,735

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 3,073 6,609 6,263

純資産額 （百万円） 40,957 51,184 44,146

総資産額 （百万円） 69,056 79,877 72,790

１株当たり四半期（当期）

純利益金額
（円） 43.40 63.07 57.06

潜在株式調整後１株当たり

四半期（当期）純利益金額
（円） － － －

自己資本比率 （％） 59.3 64.1 60.6

 

回次
第98期

第３四半期
連結会計期間

第99期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成24年10月１日
至 平成24年12月31日

自 平成25年10月１日
至 平成25年12月31日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 19.97 26.09

（注）１ 当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載してお

りません。

２ 売上高には、消費税等は含まれておりません。

３ 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して

おりません。

 

２【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容について、重要な変更はありませ

ん。また、主要な関係会社に異動はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は、前事業年度の有価証券報告書に記載し

た事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

２【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判

断したものであります。

 

(1) 業績の状況

当第３四半期連結累計期間のわが国経済は、アベノミクス効果によって円安と株高が進行し、消費の持ち直しに

加えて設備投資の改善が進んだことから、景気は緩やかに回復しました。

このような環境のもと、当社グループはアジア圏を中心とした成長市場における販売活動を強化するとともに生

産体制の再構築を推進し、経営の効率化と一層のコスト削減に取り組んでまいりました。

その結果、アジア圏を中心とした海外の売上高が堅調に推移し、かつ、為替の円安が進行したことなどにより、

業績予想を上回る売上高・利益を計上いたしました。当第３四半期連結累計期間の当社グループの業績は、売上高

476億85百万円（前年同期比13.4％増）、営業利益47億20百万円（前年同期比11.0％増）、経常利益59億70百万円

（前年同期比32.9％増）となりました。特別損益においては、固定資産売却益２億24百万円を特別利益に計上した

結果、四半期純利益は40億75百万円（前年同期比42.8％増）となりました。

 

セグメントの業績は、次のとおりであります。

 

〔国内ベルト事業〕

自動車用ベルトの新車組み込みライン用は、国内新車販売は増加しているものの、ベルト装着車比率の減少によ

り売上高は前年同期並みとなりました。補修用ベルトは車検交換需要の減少などから売上高が減少しました。

また、為替の円安進行によりユーザの海外生産移管の流れが鈍化しつつあることから、ＯＡ機器用ベルトの売上

高は前年同期を若干下回る結果にとどまり、一般産業用ベルトは増加しました。

一方、運搬ベルトは積極的な新製品の投入が売上拡大に寄与するとともに、合成樹脂素材も自動車関連部品が伸

長し、いずれも売上高が増加しました。

その結果、当事業の売上高は199億29百万円（前年同期比2.2％増）、営業利益は49億77百万円（前年同期比

6.3％増）となりました。

 

〔海外ベルト事業〕

欧州では、自動車用ベルトは現地通貨ベースでは前年同期を下回る結果となりましたが、一般産業用ベルトは農

業機械用を中心に売上高が好調に推移し、全体では前年同期並みとなりました。

また、米国では、自動車用ベルトと一般産業用ベルトの売上高はいずれも堅調に推移しました。

一方、アジアでは積極的な拡販活動により、一般産業用ベルトの売上高が中国やインドネシアを中心に増加する

とともに、自動車用・ＯＡ機器用ベルトの売上高も増加しました。

当事業全体の売上高は現地通貨ベースで前年同期を上回る結果となった上に、為替レートが前年同期と比較し円

安になったことにより、邦貨ベースでは大幅な増加となりました。

その結果、当事業の売上高は211億12百万円（前年同期比36.3％増）、営業利益は12億84百万円（前年同期比

68.3％増）となりました。

 

〔建設資材事業〕

建築部門は、建設投資全体に回復の動きが見え、公共工事や民間の改修工事物件の売上高が増加しました。土木

部門は、前年同期に比べ大型物件が少なかったことから、売上高が減少しました。

その結果、当事業の売上高は37億31百万円（前年同期比1.2％減）、営業利益は１億12百万円（前年同期比3.4％

減）となりました。
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〔その他〕

その他には、エンジニアリング ストラクチュラル フォーム、ナノ粒子を応用した新製品、仕入商品等が含まれ

ております。

その他の売上高は29億12百万円（前年同期比11.0％減）、営業利益は１億56百万円（前年同期比160.4％増）と

なりました。

 

(2) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題は

ありません。

 

(3) 研究開発活動

当第３四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、15億45百万円であります。

なお、当第３四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 325,213,000

計 325,213,000

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数（株）
（平成25年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成26年２月13日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品

取引業協会名
内容

普通株式 71,208,397 71,208,397
東京証券取引所

市場第１部

単元株式数は1,000株

であります。

計 71,208,397 71,208,397 － －

 

(2)【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4)【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（千株）

発行済株式
総数残高
（千株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額

（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

平成25年10月１日

～平成25年12月31日
－ 71,208 － 8,150 － 2,037

 

(6)【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7)【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日である平成25年９月30日現在で記載しております。

 

①【発行済株式】

 平成25年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

普通株式     6,592,000
－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式   64,288,000 64,288 －

単元未満株式 普通株式      328,397 － 一単元（1,000株）未満の株式

発行済株式総数 71,208,397 － －

総株主の議決権 － 64,288 －

（注）「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式726株が含まれております。

 

②【自己株式等】

 平成25年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
（株）

他人名義
所有株式数
（株）

所有株式数
の合計
（株）

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合（％）

（自己保有株式）

三ツ星ベルト㈱

神戸市長田区浜添通

４丁目１番21号
6,592,000 － 6,592,000 9.26

計 － 6,592,000 － 6,592,000 9.26

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

三ツ星ベルト株式会社(E01098)

四半期報告書

 6/17



第４【経理の状況】

１ 四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２ 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成25年10月１日から平

成25年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成25年12月31日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、新日本有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 14,875 14,982

受取手形及び売掛金
※ 12,808 ※ 14,696

商品及び製品 9,543 10,461

仕掛品 1,389 1,843

原材料及び貯蔵品 2,488 2,240

その他 1,110 1,176

貸倒引当金 △80 △50

流動資産合計 42,135 45,351

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 6,960 6,948

機械装置及び運搬具（純額） 7,057 7,511

工具、器具及び備品（純額） 1,439 1,440

土地 4,184 4,272

建設仮勘定 1,166 1,994

有形固定資産合計 20,808 22,167

無形固定資産 76 82

投資その他の資産

投資有価証券 9,473 11,938

その他 321 359

貸倒引当金 △24 △22

投資その他の資産合計 9,770 12,275

固定資産合計 30,655 34,525

資産合計 72,790 79,877
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金
※ 7,723 ※ 7,911

短期借入金 7,392 7,533

未払法人税等 864 940

賞与引当金 418 129

その他 3,105 3,882

流動負債合計 19,505 20,398

固定負債

長期借入金 4,917 3,032

退職給付引当金 404 579

役員退職慰労引当金 25 19

その他 3,792 4,663

固定負債合計 9,139 8,294

負債合計 28,644 28,693

純資産の部

株主資本

資本金 8,150 8,150

資本剰余金 5,480 5,480

利益剰余金 31,917 35,062

自己株式 △3,410 △3,413

株主資本合計 42,138 45,279

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 4,650 6,217

為替換算調整勘定 △2,642 △312

その他の包括利益累計額合計 2,008 5,904

純資産合計 44,146 51,184

負債純資産合計 72,790 79,877
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年12月31日)

売上高 42,042 47,685

売上原価 29,266 33,516

売上総利益 12,776 14,169

販売費及び一般管理費 8,525 9,448

営業利益 4,251 4,720

営業外収益

受取利息 37 54

受取配当金 156 207

為替差益 228 928

その他 223 329

営業外収益合計 645 1,520

営業外費用

支払利息 129 100

その他 274 170

営業外費用合計 403 270

経常利益 4,493 5,970

特別利益

固定資産売却益 － 224

特別利益合計 － 224

税金等調整前四半期純利益 4,493 6,194

法人税等 1,639 2,119

少数株主損益調整前四半期純利益 2,853 4,075

四半期純利益 2,853 4,075
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【四半期連結包括利益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 2,853 4,075

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 179 1,546

為替換算調整勘定 40 987

その他の包括利益合計 219 2,533

四半期包括利益 3,073 6,609

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 3,073 6,609

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

(1) 連結の範囲の重要な変更

第１四半期連結会計期間より、エム オー アイ テック プライベート リミテッドについては、ミツボシ オー

バーシーズ ヘッドクォーターズ プライベート リミテッドと合併したため、連結の範囲から除外しておりま

す。

 

(2) 連結子会社の事業年度等に関する事項の変更

従来、連結子会社のうちミツボシ ベルティング インディア プライベート リミテッドを除く23社について

は、決算日が12月31日であったため同日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引につい

ては連結上必要な調整を行っておりましたが、第１四半期連結会計期間より、連結の範囲から除外した１社を除

く22社のうち20社は決算日を３月31日に変更し、中国にある子会社２社については３月31日に仮決算を行うこと

としました。

この変更により、当第３四半期連結累計期間は、平成25年４月１日から平成25年12月31日までの９カ月間を連

結しております。なお、平成25年１月１日から平成25年３月31日までの３カ月間の損益については、利益剰余金

に直接計上しております。

 

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

税金費用の計算

税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

 

（四半期連結貸借対照表関係）

※  四半期連結会計期間末日満期手形

四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、当四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であり

ましたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。当四半期連結会計期間末日満期手形の金額

は、次のとおりであります。
 

 
前連結会計年度

（平成25年３月31日）
当第３四半期連結会計期間
（平成25年12月31日）

受取手形

支払手形

544百万円

38

444百万円

25

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半

期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。
 

 
前第３四半期連結累計期間
（自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日）

減価償却費 2,106百万円 2,239百万円
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（株主資本等関係）

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日）

配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年６月28日

定時株主総会
普通株式 534 8 平成24年３月31日 平成24年６月29日 利益剰余金

平成24年11月９日

取締役会
普通株式 456 7 平成24年９月30日 平成24年12月４日 利益剰余金

 

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31日）

配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年６月27日

定時株主総会
普通株式 452 7 平成25年３月31日 平成25年６月28日 利益剰余金

平成25年11月11日

取締役会
普通株式 452 7 平成25年９月30日 平成25年12月３日 利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：百万円）

 

報告セグメント
その他
（注１）

合計
調整額
（注２）

四半期
連結損益
計算書
計上額
（注３）

国内
ベルト

海外
ベルト

建設資材 計

売上高         

外部顧客への売上高 19,506 15,488 3,776 38,771 3,271 42,042 － 42,042

セグメント間の内部売上高

又は振替高
5,414 2,157 1 7,573 1,062 8,635 △8,635 －

計 24,921 17,645 3,777 46,344 4,333 50,678 △8,635 42,042

セグメント利益 4,682 763 116 5,562 60 5,623 △1,372 4,251

（注）１ 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、設備機械、他社仕入商品、エン

ジニアリング ストラクチュラル フォーム、サービス事業等を含んでおります。

２ セグメント利益の調整額△1,372百万円には、セグメント間取引消去507百万円、各報告セグメントに配分し

ていない全社費用△1,879百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般

管理費であります。

３ セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：百万円）

 

報告セグメント
その他
（注１）

合計
調整額
（注２）

四半期
連結損益
計算書
計上額
（注３）

国内
ベルト

海外
ベルト

建設資材 計

売上高         

外部顧客への売上高 19,929 21,112 3,731 44,773 2,912 47,685 － 47,685

セグメント間の内部売上高

又は振替高
5,767 2,213 0 7,981 2,631 10,612 △10,612 －

計 25,696 23,326 3,731 52,754 5,543 58,298 △10,612 47,685

セグメント利益 4,977 1,284 112 6,375 156 6,532 △1,812 4,720

（注）１ 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、設備機械、他社仕入商品、エン

ジニアリング ストラクチュラル フォーム、サービス事業等を含んでおります。

２ セグメント利益の調整額△1,812百万円には、セグメント間取引消去163百万円、各報告セグメントに配分し

ていない全社費用△1,975百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般

管理費であります。

３ セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額 43円40銭 63円07銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（百万円） 2,853 4,075

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（百万円） 2,853 4,075

普通株式の期中平均株式数（千株） 65,749 64,616

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載しておりません。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

２【その他】

第99期（平成25年４月１日から平成26年３月31日まで）中間配当については、平成25年11月11日開催の取締役会に

おいて、平成25年９月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、次のとおり

中間配当を行うことを決議いたしました。

① 配当金の総額                                       452百万円

② １株当たりの金額                                       ７円

③ 支払請求権の効力発生日並びに支払開始日     平成25年12月３日
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

 

 

平成26年２月13日

三ツ星ベルト株式会社

取締役会 御中

 

新日本有限責任監査法人

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 岡  本  髙  郎    印

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 石  田  博  信     印

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている三ツ星ベルト株

式会社の平成25年４月１日から平成26年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成25年10月１日から

平成25年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成25年12月31日まで）に係る四半期連結

財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半

期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、三ツ星ベルト株式会社及び連結子会社の平成25年12月31日現在の財政

状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての

重要な点において認められなかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以 上

 

（注）１ 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。

２ 四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

 

EDINET提出書類

三ツ星ベルト株式会社(E01098)

四半期報告書

17/17


	表紙
	本文
	第一部企業情報
	第１企業の概況
	１主要な経営指標等の推移
	２事業の内容

	第２事業の状況
	１事業等のリスク
	２経営上の重要な契約等
	３財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

	第３提出会社の状況
	１株式等の状況
	(1)株式の総数等
	①株式の総数
	②発行済株式

	(2)新株予約権等の状況
	(3)行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
	(4)ライツプランの内容
	(5)発行済株式総数、資本金等の推移
	(6)大株主の状況
	(7)議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２役員の状況

	第４経理の状況
	１四半期連結財務諸表
	(1)四半期連結貸借対照表
	(2)四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
	四半期連結損益計算書
	第３四半期連結累計期間
	四半期連結包括利益計算書
	第３四半期連結累計期間
	注記事項
	セグメント情報


	２その他


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

